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南さつま市体育施設使用料 (R01.10.1改定) 

 

上段：変更後、下段：変更前、一段書きは変更なし 

1 体育館 

区分 基本使用料(1時間につき) 

金峰体育

館 

久志地区第1体

育館、久志地区

第2体育館、清

原地区体育館、

栗野地区体育

館、坊地区体育

館、泊地区体育

館、大坂地区体

育館、大田地区

体育館、白川地

区体育館 

津貫

地区

体育

館、久

木野

地区

体育

館、赤

生木

地区

体育

館 

笠沙

地区

体育

館 

専用使用 入場料等を徴収しない

場合 

アマチュアスポーツに

使用する場合 

310   

300円 

150円 

上記以外の場合 620   

610円 

310円 

300円 

入場料等を徴収する場

合 

アマチュアスポーツに

使用する場合 

930   

920円 

460円 

 

上記以外の場合 1,880   

1,850円 

930   

920円 

一部使用 半面使用 150円 70円 

照明 全灯 310   

300円 

150円 100円 210  

200円 

半灯 150円 70円 50円 100円 
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2 運動場 

区分 基本使用料(1時間につき) 

大浦総合グラウン

ド 

阿多地区公民館広

場 

専用使用 入場料等を徴収しない

場合 

アマチュアスポーツに

使用する場合 

100円 100円 

上記以外の場合 210   

200円 

210   

200円 

入場料等を徴収する場

合 

アマチュアスポーツに

使用する場合 

310   

300円 

310   

300円 

上記以外の場合 620   

610円 

620   

610円 

一部使用 半面使用 50円 50円 

照明 全灯 北側     1,030 

1,020円 

南側       410円 

1,250   

1,230円 

半灯 南側    210円 

200円 

620   

610円 

3 庭球場 

区分 基本使用料(1時間につき) 

丸山島公園庭球場 津貫庭球場 

専用使用 入場料等を徴収しない場合 410円 

 

210円 

200円 

入場料等を徴収する場合 1,250   

1,230円 

620   

610円 

一部使用 1コートにつき 200円 100円 

照明 200円 300円 
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4 武道館(金峰武道館) 

区分 基本使用料(1時間につき) 

専用使用 入場料等を徴収しない

場合 

アマチュアスポーツに

使用する場合 

100円 

上記以外の場合 

 

210   

200円 

入場料等を徴収する場

合 

アマチュアスポーツに

使用する場合 

310   

300円 

上記以外の場合 620   

610円 

照明 100円 

5 その他施設 

(1) 南さつま市人工芝サッカー場 

区分 基本使用料(1時間につき) 

南さつま市人工芝サッカー場(1面に

つき) 

専用使用 入場料等を徴収しない

場合 

アマチュアスポーツに

使用する場合 

1,030   

1,020円 

上記以外の場合 2,080   

2,050円 

入場料等を徴収する場

合 

アマチュアスポーツに

使用する場合 

3,130   

3,080円 

上記以外の場合 6,280   

6,170円 

一部使用 半面使用 520   

510円 

照明 全灯 1,670   

1,640円 

半灯 830   

820円 
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(2) ナイター施設等 

区分 基本使用料 照明使用料 

万世ナイター施設 ― 30分につき 620 

610円 

加世田ナイター施設 ― 30分につき 620 

610円 

丸山島公園ゲートボール場 1時間につき 100円 1時間につき 100円 

高太郎公園ナイター施設 ― 30分につき半面 620 

610円 

大坂ナイター施設 ― 1時間につき 410円 

大田ナイター施設 ― 1時間につき 520 

510円 

白川ナイター施設 ― 1時間につき 310 

300円 

 


